
地域支援・医薬品供給対応体制加算に係る掲示 

 

当院では、地域支援・医薬品供給対応体制加算について以下の通り対応を行っております。 

⚫ 当院では、厚生労働省の方針に従い、患者さまの負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして、後発医

薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に採用しています。 

⚫ 医薬品の供給不足が発生した場合、薬剤の処方変更等に関して適切な対応を行います。 

⚫ 医薬品の供給状況によって薬剤の処方が変更となる可能性がありますが、その際には患者さまにご説明いたし

ます。 
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